
３事業年度連続で純資産が最低
責任準備金の９０％を下回った

→指定基金の指定(平成22年12月8日）

→健全化計画の策定（２月末まで）

（１２月末までにクリアすれば指定解除）
　　→No

議案第３号 健全化計画（案）の策定について
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基 金 番 号：449
基  金  名 ：東日本硝子業厚生年金基金
設立年月日 ：昭和４４年１月１日
設 立 形 態：総合型

４．財政状況の経緯と現行のままでの財政見通し

支出計

掛金収入 運用収入 受換金 政　府

負担金

その他 年金給付 一時金

給付

移換金 その他

カ所 人 人 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 ％ ％

9年度末 308 10,522 4,002 2,485 2,007 247 10 169 52 1,575 1,220 0 230 125 910 28,230 27,222 103% 0.45%

10年度末 307 10,204 4,166 2,812 1,992 579 14 176 51 1,884 1,442 0 305 137 928 29,160 28,874 100% 1.57%

11年度末 302 9,831 4,402 6,253 2,065 3,943 12 181 52 2,222 1,540 0 528 154 4,031 33,191 30,130 110% 12.38%

12年度末 290 9,656 4,588 △956 1,964 △3,155 11 193 31 2,174 1,727 0 290 157 △3,130 30,060 31,222 96% △9.93%

13年度末 277 9,226 4,802 928 1,874 △1,187 9 201 31 2,352 1,890 0 311 151 △1,424 28,636 32,048 89% △4.43%

14年度末 267 8,989 4,949 △1,249 2,076 △3,557 5 196 31 2,400 1,997 0 261 142 △3,649 24,987 32,694 76% △12.87%

15年度末 261 8,781 5,188 5,598 2,068 3,300 12 218 0 2,652 2,312 0 216 124 2,946 27,933 32,660 85% 12.69%

16年度末 251 7,808 5,391 4,667 3,306 1,173 10 178 0 2,881 2,202 0 535 144 1,786 29,719 32,131 92% 3.68%

17年度末 248 7,746 5,546 7,957 1,992 5,763 6 196 0 2,864 2,502 0 220 142 5,093 34,811 32,963 105% 18.99%

18年度末 245 7,498 5,471 4,537 2,086 2,290 0 160 1 2,722 2,356 0 216 150 1,815 36,627 33,487 109% 6.18%

19年度末 241 7,406 5,619 △3,364 2,146 △5,699 0 189 0 3,026 2,680 0 203 143 △6,390 30,237 34,621 87% △16.10%

20年度末 240 7,209 5,750 △4,380 2,076 △6,646 0 190 0 3,342 2,793 0 219 330 △7,722 22,515 34,174 65% △22.74%

21年度末 237 7,224 5,984 6,816 1,932 4,686 0 198 0 3,296 2,988 0 167 141 3,520 26,035 31,580 82% 20.56%

22年度末 232 6,903 6,214 3,574 1,972 1,402 0 200 0 3,269 3,102 0 167 0 305 26,340 29,495 89% 5.50%

23年度末 232 7,088 6,322 3,601 1,983 1,416 0 202 0 3,375 3,208 0 167 0 226 26,566 30,074 88% 5.50%

24年度末 232 7,093 6,442 3,621 1,994 1,426 0 201 0 3,488 3,320 0 168 0 133 26,699 29,246 91% 5.50%

25年度末 232 7,129 6,404 3,627 2,002 1,433 0 192 0 3,508 3,331 0 177 0 119 26,818 28,381 94% 5.50%

26年度末 232 7,146 6,486 3,636 2,009 1,437 0 190 0 3,607 3,418 0 189 0 29 26,847 27,425 97% 5.50%

27年度末 232 7,170 6,523 3,638 2,015 1,437 0 186 0 3,671 3,481 0 190 0 △33 26,814 26,403 101% 5.50%

注１：平成９年度末以降から作成すること。
注２：年度末積立金は純資産額とすること。
注３：将来見通し作成に係る脱退率等基礎率は直近の財政再計算のものを使用する。
注４：利回りの前提は、最低責任準備金については年金特別会計の厚生年金勘定に係る積立金の運用利回りについての直近の過去五事業年度の実績
　　　の平均又は厚生年金の直近の財政見通しに用いられている予定運用利回りのいずれかを、運用収入については、基金の財政運営上の予定利率
　　　を上回らないものとすること。（但し、直近決算の翌年度の運用収入については、直近までの運用利回りの実績に基づき適切に見込むことが
　　　できる。）
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基 金 番 号：449

基  金  名 ：東日本硝子業厚生年金基金

設立年月日 ：昭和４４年１月１日

設 立 形 態：総合型

（２）財政の健全化の目標

財政の健全化の目標
・平成２７年度末までに、純資産が最低責任準備金の９０％を上回る水準まで、積立水準を回復させることを目標とする。

健全化の基本方針
・現行のままで平成２７年度までに上記目標に達することが見込まれるため、現行の財政運営を継続して行う。

平成１７年に給付減額は実
施済みであり、積立水準も
５年以内に回復する見込み
で、この健全化計画による
掛金の引上げは不要



  ※指定基金は、健全化計画中、その実施状況
　  について、四半期ごとに実施報告書の提出
　  する必要。また、決算時には年次報告書も
　  必要。

  →決算の結果によっては、見直しの可能性も
    あります。

決算において純資産
が最低責任準備金の
９０％を確保できる
場合、指定基金は解
除されます。
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